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１ 策定の意義 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済、ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。

そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行してい

くことが重要である。  

北名古屋市では、ごみ減量化、資源化の推進など一般廃棄物の処理に関する事業を進

めてきたが、ごみ処理を取り巻く環境は、大量のごみの発生に伴う最終処分場の残余容

量のひっ迫及び代替地の確保難、リサイクルの必要性の高まりなど多くの課題を抱え、

求められる内容も多岐にわたってきている。 

本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（平成７年法律第１１２号。以下｢法｣という。）第８条に基づいて、一般廃

棄物の大きな比率を占める容器包装廃棄物の分別収集及び地域における容器包装廃棄物

の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、ごみの減量と再資源化のため

に市民・事業者・行政がそれぞれの役割を明確にし、具体的な方策を明らかにするとと

もに、全ての関係者が一体となって取り組む方針を示したものである。 

本計画の推進により、一般廃棄物を減量し、最終処分場の延命化、資源の有効利用を

図り、循環型社会の形成を目指すものである。 

 

２ 基本的方向 

本計画を推進するにあたっての基本的方向は、北名古屋市一般廃棄物処理基本計画の

内容を踏まえ、次のとおりとする。 

⑴ 発生抑制（Reduce） 

  できる限り廃棄物を出さない。 

⑵ 再使用（Reuse） 

  同じ形状のまま再使用する。 

⑶ 再生利用（Recycle） 

  物質として再資源化し、再生品を優先使用する。 

⑷ 熱回収（Thermal Recycle） 

  エネルギーを回収して利用する。 

⑸ 適正処理 

  やむを得ず排出される廃棄物は適正に処理する。 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、令和５年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定する。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無

色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラ

スチック製容器包装（白色トレイ含む）を対象とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

単位：トン 

 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

容器包装廃棄物 5,007 4,888 4,787 4,744 4,714 

 

内訳 

 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

スチール製容器 123 118 114 109 105 

アルミ製容器 94 90 87 84 81 

ガラス製容器（無色） 239 230 224 217 210 

ガラス製容器（茶色） 137 132 128 125 121 

ガラス製容器（その他） 97 94 91 89 86 

飲料用紙製容器 106 104 103 103 104 

段ボール 802 782 764 752 744 

紙製容器包装 281 273 266 265 264 

ペットボトル 818 804 792 792 794 

プラスチック製容器包装(白色トレイ含む） 2,591 2,534 2,484 2,473 2,469 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第

２号） 

容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、次の方策を実施する。 

⑴ ３Ｒ推進のための協定 

   事業者と市民団体、事業者主体の任意団体と市が協定を締結し、レジ袋の有料化等

によりレジ袋の削減を協働で取り組み、スーパーマーケット等の小売店での容器包装

の使用の合理化を行う。 

⑵ マイバッグ持参の推進 

   市民団体、事業者、市でお買い物マナーをつくり、買い物のときにはマイバッグを

持参し、レジ袋をもらわないよう市民へ啓発を行う。 

⑶ 資源集団回収への支援 

子ども会等の資源回収団体に対し補助金を交付し、地域における資源回収活動を支

援する。 

⑷ 地域資源回収への支援 

  自治会等が行う資源回収に対し補助金を交付し、地域における資源回収活動を支援

する。 

 ⑸ ごみ等に関する出前講座 

出前講座を開催し、ごみの現状や減量、資源化の必要性を説明するとともに、ごみ

の減量やリサイクルに取り組む団体を支援する。 

⑹ イベント開催・参加 

各種イベントにおいて、ごみの現状や減量、資源化に関する情報を提供する。 

⑺ 啓発の充実 

ごみ、資源の収集日や出し方、分別方法をわかりやすく記載した「ごみ・資源の出

し方・分け方便利帳」を配布するとともに、ごみ及び資源に関する情報を広報誌、ホ

ームページ等により提供する。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の状況及び市民の協力度、収集体制を勘案し、

分別収集する容器包装廃棄物の種類及び収集に係る分別の区分は、次のとおりとする。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
空き缶 

主としてガラス製の容器 

（無色、茶色、その他） 
空きびん 

主として紙製の容器であって飲料を充て

んするためのもの（原材料としてアルミニ

ウムが利用されているものを除く。） 

飲料用紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって上記以

外のもの 

雑誌･雑紙（紙パック、段ボール以外

の紙製容器包装） 

主としてポリエチレンテレフタレート

（ＰＥＴ）製の容器であって飲料、しょう

ゆ等を充てんするためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器であって

上記以外のもの 

プラスチック製容器包装 

白色食品トレイ 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条

第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

単位：トン 

 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

主としてスチール製の容器 １１０ １０６ １０２ ９８ ９４ 

主としてアルミ製の容器 ７０ ６７ ６５ ６２ ６０ 

ガラス製容器 

無色 

合計 

１９７ 

合計 

１９０ 

合計 

１８５ 

合計 

１７９ 

合計 

１７３ 

引渡し量 

 

独自処理量 

197 

引渡し量 

 

独自処理量 

190 

引渡し量 

 

独自処理量 

185 

引渡し量 

 

独自処理量 

179 

引渡し量 

 

独自処理量 

173 

茶色 

合計 

１０９ 

合計 

１０５ 

合計 

１０２ 

合計 

９９ 

合計 

９６ 

引渡し量 

 

独自処理量 

109 

引渡し量 

 

独自処理量 

105 

引渡し量 

 

独自処理量 

102 

引渡し量 

 

独自処理量 

99 

引渡し量 

 

独自処理量 

96 

その他 

合計 

９６ 

合計 

９３ 

合計 

９０ 

合計 

８８ 

合計 

８５ 

引渡し量 

96 

独自処理量 

 

引渡し量 

93 

独自処理量 

 

引渡し量 

90 

独自処理量 

 

引渡し量 

88 

独自処理量 

 

引渡し量 

85 

独自処理量 

 

主として紙製の容器であって飲料を充てん

するためのもの（原材料としてアルミニウム

が利用されているものを除く） 

３９ ３９ ４０ ４０ ４１ 

主として段ボール製の容器 ４８２ ４７２ ４６２ ４５２ ４４４ 

主として紙製の容器

包装であって上記以

外のもの 

０ ０ ０ ０ ０ 

主としてポリエチレンテレフタレー

ト（PET）製の容器であって飲料、し

ょうゆ等を充てんするためのもの 

合計 

２２７ 

合計 

２３０ 

合計 

２３３ 

合計 

２３６ 

合計 

２３９ 

引渡し量 

 

独自処理量 

227 

引渡し量 

 

独自処理量 

230 

引渡し量 

 

独自処理量 

233 

引渡し量 

 

独自処理量 

236 

引渡し量 

 

独自処理量 

239 

主としてプラスチッ

ク製の容器であって

上記以外のもの 

合計 

６７４ 

合計 

６７２ 

合計 

６７２ 

合計 

６７０ 

合計 

６７１ 

引渡し量 

661 

独自処理量 

13 

引渡し量 

659 

独自処理量 

13 

引渡し量 

659 

独自処理量 

13 

引渡し量 

657 

独自処理量 

13 

引渡し量 

658 

独自処理量 

13 

 うち白色トレイ 

合計 

１３ 

合計 

１３ 

合計 

１３ 

合計 

１３ 

合計 

１３ 

引渡し量 

 

独自処理量 

13 

引渡し量 

 

独自処理量 

13 

引渡し量 

 

独自処理量 

13 

引渡し量 

 

独自処理量 

13 

引渡し量 

 

独自処理量 

13 

※ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条

第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みは、令和元年度の分別基準適合物等

の収集実績及び北名古屋市一般廃棄物処理基本計画を踏まえて算定した。 

※その他の紙製容器包装について、「雑誌・雑紙」の品目にて収集しているため、数量は

「０」とする。 
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９ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

分別収集は、次のとおり行うものとする。 

 

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 選別・保管等段階 

金

属 

スチール製容器 

不燃ごみ 
市直営、委託業者

による定期回収 

名古屋市 

（破砕→選別） 

空き缶 
委託業者による 

定期拠点回収 
民間業者 

アルミ製容器 

不燃ごみ 
市直営、委託業者

による定期回収 

名古屋市 

（破砕→選別） 

空き缶 
委託業者による 

定期拠点回収 
民間業者 

ガラス製容器 

（無色・茶色・その他） 
空きびん 

委託業者による 

定期拠点回収 
民間業者 

紙

類 

飲料用紙製容器 飲料用紙パック 

委託業者による定

期拠点回収、市民

団体による集団回

収 

民間業者 

段ボール 段ボール 

委託業者による定

期拠点回収、市民

団体による集団回

収 

民間業者 

その他の紙製容器包装 雑紙・雑紙 

委託業者による定

期拠点回収、市民

団体による集団回

収 

民間業者 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

ペットボトル ペットボトル 
委託業者による 

定期拠点回収 
委託業者 

プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 
委託業者による 

定期回収 
委託業者 

白色発泡スチロール製 

食品トレイ 
白色食品トレイ 

委託業者による 

定期拠点回収 
委託業者 
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10 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

分別収集の用に供する施設は、名古屋市ごみ処理施設のほか民間業者を活用する。 

 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 

不燃ごみ 袋 パッカー車 
名古屋市 

ごみ処理施設 

空き缶 かご 
パッカー車 

平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

アルミ製容器 

不燃ごみ 袋 パッカー車 
名古屋市 

ごみ処理施設 

空き缶 かご 
パッカー車 

平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

ガラス製容器 

（無色・茶色・その他） 
空きびん かご 平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

飲料用紙製容器 

飲料用紙パック 箱 平ボディ車 
民間業者の 

ストックヤード 

集団回収 縛る 平ボディ車 
民間業者の 

ストックヤード 

段ボール 

段ボール 縛る 
パッカー車 

平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

集団回収 縛る 
パッカー車 

平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

その他の紙製容器包装 

雑誌・雑紙 箱 
パッカー車 

平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

集団回収 縛る 
パッカー車 

平ボディ車 

民間業者の 

ストックヤード 

ペットボトル ペットボトル 網かご パッカー車 
委託業者の 

ストックヤード 

その他の 

プラスチック製容器包装 

プラスチック 

製容器包装 
袋 パッカー車 

委託業者の 

ストックヤード 

白色食品トレイ 網かご 平ボディ車 
委託業者の 

ストックヤード 
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11 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し、本計画を実効あるものとするため、 

次のとおり取組みを進める。 

⑴ 一般廃棄物の資源化、再利用（再使用、再生利用）を促進するため、必要に応じ学

識経験者及び事業者の代表者等で構成する廃棄物減量等推進審議会を設置し、推進体

制の整備を図る。 

⑵ 自治会における回収及び子ども会などの団体による集団回収を促進するため、補助

金の交付を行い活動の活性化を進める。 

⑶ 広報誌、ホームページ等の掲載等、市民、団体等が親しみやすい広報ツールの充実

を図る。 

⑷ 毎年度、分別収集計画記載事項の実績をはじめ、一般廃棄物処理基本計画の進捗状

況を管理するとともに、課題を整理し、３年後の計画改定に反映させる。 
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